
保険者
（協会けんぽ・健保組合・共済組
合など保険証の発行者）

※過失割合に関係なく負傷の相手のこと（けがを負わせた人）※申請者（被保険者・被扶養者）のこと

被　害　者
（治療した人）

加　害　者
（負傷時の相手：第三者）

⑤治療費等の支払い

（交通事故の多くは保

険会社が支払う）

①損�害�賠�償

（医療費の一部負担金・休業補償など）

④※立て替え払い分の��請��求

②加害者に代わって立て替え※

※保険証使用した場合

（医療機関に本人負担分以外の治

療費を支払いします）

※傷病手当金・高額療養費など現

金給付の支払い

③

損

害

賠

償

請

求

権

の

代

位

取

得

第�三�者�行�為�傷�病�の�し�く�み


